
３．個人情報の第三者提供

氏　名 ㊞ （　　　　 )

氏　名 ㊞ （　　　　 )

　　　　　　　　　　　上記内容について同意します。

続柄
令和　　年　　月　　日

氏　名 ㊞ （ 父 ・ 母 )

宜野座村長　殿

氏　名 ㊞ （ 父 ・ 母 )

　村長は次の場合に限り、児童及び同意者の個人情報を第三者に提供することができることとする。

　(１)１の目的のため特に必要があると認められる場合における、教育・保育施設への情報提供

　　［教育・保育施設に提供する個人情報の内容］

　　 ① 氏名、生年月日、連絡方法等、支給認定申請書・利用申込書に記入された個人情報及び添付資料

　　　　に記載された個人情報に関すること。

     ② 保育料に関すること。

　(２)児童相談所等の公的機関から、法令等により個人情報の提供を求められた場合における当該公的

　　機関への情報提供

　(３)児童が給付を受けることに関し、関係機関・部署と連絡調整することが必要と認められた場合

４．支給認定申請・利用申込について

　(１)認定申請に当たって、４月入所の場合は認定事務及び利用調整事務が集中するため審査に時間を

　　要することから、認定証の交付は利用調整の結果とともに２月頃に通知いたします。

　(２)申請内容や添付書類（勤務証明書等）に虚偽がある場合は、利用認定取り消し及び保育給付の額

　　に相当する金額の全部または一部を子ども・子育て支援法第12条に基づき徴収します。

同　意　書

１．個人情報の利用目的

　宜野座村長(以下、「村長」)は、同意者の個人情報を申請児童に係る認定証交付、利用調整事務、保育料の決定・徴収

事務のために利用する。なお、収集した個人情報については厳正に管理を行い、この目的以外には利用しないこととす

る。

※子ども・子育て支援法（参考）

第12条　市町村は、偽りその他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その
者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

第16条　市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要
な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学前子どもの扶養義務者（民
法（明治29年法律第89号）に規定する扶養義務者をいう。附則第6条において同じ。）の資産又は収入の状況につ
き、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは小学
校就学前子どもの保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

２．個人情報の収集方法

　(１)同意者の世帯状況に関して住民基本台帳の閲覧・複写

　(２)同意者の課税状況に関して住民税課税台帳・課税資料等の閲覧・複写

　(３)同意者、同意者の親族、同意者の雇い主、銀行、信託会社その他関係人への聴取・資料提供依頼

　(４)同意者、同意者の親族の世帯状況・課税状況に関して他市町村に対し必要な書類の提供依頼

裏面



＜＜幼稚園保育料について＞＞

※重要事項となりますので、原本は教育課へ提出いただき、コピーを保護者様でも保管くださいますようお願いします。

同　意　書

確認してチェック✓して下さい

①

④

③

②

裏面もご確認下さい⇒　裏表内容を理解し同意の上でご提出下さい⇒⇒⇒

□

□

□

□保育料は決められた額を期日までに納付致します。

市町村民税の変更（算定誤りを含む）等が判明し、保育料の変更が生じた場合は、保育料の変更が生
じた月にさかのぼって保育料を納付します。また、保育料の過誤納付分については、未納月（翌月以
降分含む）の保育料に充当します。

父母の収入のみで生活保護基準を満たない場合は、父母以外の扶養義務者（同居の祖父母及び兄弟姉
妹など）も算定対象とし、階層の認定を行います。

保育料の算定に必要な資料の提出がない場合は、最高階層（8階層）での認定を行います。


